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本
稿
は
、
ド
イ
ツ
売
買
法
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
責
任
と
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
と
の
競
合
問
題
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
目
的
物
の

瑕
疵
の
存
在
に
つ
い
て
誤
っ
た
情
報
を
提
供
さ
れ
た
買
主
は
、
瑕
疵
担
保
法
上
の
法
的
救
済
と
並
ん
で
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
責
任
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（
損
害
賠
償
法
に
基
づ
く
原
状
回
復
的
な
契
約
の
解
消
ま
た
は
代
金
減
額
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
九
条
一
項
））
を
売
主
に
対
し
て
追
求
で
き
る
か
が

中
心
的
な
問
題
と
な
る
。
こ
の
競
合
問
題
に
つ
い
て
以
前
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が（

1
）、

二
〇
〇
九
年
三
月
二
七
日
に
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判

決
が
出
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
、
こ
の
判
決
を
紹
介
し
、
分
析
を
試
み
た
い
。

1
　
債
務
法
改
正
前
の
議
論

（
2
）　

　

売
買
目
的
物
の
瑕
疵
に
つ
い
て
売
主
の
過
失
に
よ
り
誤
っ
た
説
明
が
行
わ
れ
た
場
合
（
あ
る
い
は
、
説
明

義
務
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
説
明
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
）、
売
主
の
当
該
義
務
違
反
と
並
ん
で
瑕
疵
担
保
責
任
が
認
め
ら
れ
う
る
。
た
と

え
ば
、
美
術
品
の
売
買
契
約
に
お
い
て
、
売
主
が
、
実
際
に
は
Ａ
の
作
品
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
作
品
は
Ｂ
の
も
の
で
あ
る
と
述

べ
、
こ
れ
を
前
提
に
当
事
者
間
で
売
買
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
、
売
主
が
過
失
に
よ
り
誤
っ
た
説
明
を
し
た
点
に
お
い
て
契
約
締
結
前
の

義
務
違
反
（
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
）
が
認
め
ら
れ
、
他
方
で
契
約
に
適
合
し
な
い
目
的
物
を
引
き
渡
し
た
売
主
の
瑕
疵
担
保
責
任
も
問

題
と
な
る
。

　

債
務
法
の
改
正
前
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
支
配
的
見
解
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
に
優
先
し
て
適
用
さ
れ

る
こ
と
を
認
め
て
い
た（

3
）（

以
下
で
は
、
こ
の
趣
旨
で
瑕
疵
担
保
責
任
の
優
先
適
用
原
則
な
い
し
排
他
的
効
力
と
い
う
表
現
を
用
い
る
こ
と
が

あ
る
。）。
支
配
的
見
解
の
論
拠
は
、
と
り
わ
け
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
四
五
九
条
以
下
の
瑕
疵
担
保
規
定
の
特
別
規
定
性
に
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
四
六
三
条
は
性
質
保
証
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
は
売
主
の
義
務
違
反
が
故
意
（
ま
た
は
悪
意
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
損
害
賠

償
請
求
権
の
要
件
と
し
て
規
定
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
瑕
疵
担
保
責
任
と
並
ん
で
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ
る

の
も
こ
れ
ら
の
場
合
に
限
ら
れ
、
売
主
の
単
な
る
「
過
失
」
行
為
に
対
し
て
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
を
認
め
る
の
は
許
さ
れ
な
い
と
い
わ

れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
四
七
七
条
に
よ
れ
ば
、
上
述
の
よ
う
な
美
術
品
売
買
（
通
常
の
動
産
売
買
）
の
場
合
、
瑕
疵
担
保
法
上
の

権
利
は
原
則
と
し
て
六
か
月
の
短
期
消
滅
時
効
に
服
す
る
が
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
よ
る
と
三
〇
年
の
通
常
の
消
滅
時
効
が
適
用
さ
れ
る

　
（
一
四
六
四
）
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た
め
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
一
九
五
条
）、
契
約
締
結
上
の
過
失
の
重
畳
適
用
を
認
め
る
と
、
短
期
時
効
を
設
け
た
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
四
七
七
条
の
趣
旨
が
回

避
さ
れ
て
し
ま
う
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

2
　
新
債
務
法
に
お
け
る
議
論

（
4
）

　　

⑴ 

債
務
法
現
代
化
法
の
施
行
（
二
〇
〇
二
年
一
月
一
日
）
に
伴
い
、
旧
法
下
に
お
け
る
支
配
的
見
解

の
論
拠
は
少
な
か
ら
ず
変
容
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
新
債
務
法
に
お
い
て
、
瑕
疵
担
保
法
が
一
般
給
付
障
害
法
へ
統
合
さ
れ
た
こ

と
、
他
方
で
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
明
文
上
の
根
拠
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
一
条
二
項
、
三
一
一
条
二
項
）
は
解
釈
上
重
要

な
意
味
を
持
つ
。

⑵ 

も
っ
と
も
、
新
債
務
法
の
下
で
も
、
学
説
に
お
け
る
多
数
の
見
解
は
、
瑕
疵
担
保
法
の
優
先
原
則
を
支
持
す
る
。
こ
の
見
解
の
主
要
な

論
拠
は
、
第
一
に
、
契
約
締
結
上
の
過
失
の
適
用
を
認
め
る
と
、
瑕
疵
担
保
法
上
の
追
完
請
求
権
の
優
先
が
回
避
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
点

に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
買
主
が
解
除
ま
た
は
損
害
賠
償
等
の
瑕
疵
担
保
法
上
の
権
利
を
行
使
す
る
に
は
、
原
則
と
し
て
、
一
定
期
間
を
定
め

た
上
で
売
主
に
対
し
て
追
完
の
た
め
の
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
七
条
二
号
、
三
二
三
条
、
四
四
一
条
）、
契
約

締
結
上
の
過
失
の
場
合
に
は
こ
の
よ
う
な
期
間
設
定
を
要
し
な
い
。
そ
の
た
め
、
契
約
締
結
上
の
過
失
の
適
用
を
無
条
件
に
認
め
て
し
ま
う

と
、
追
完
請
求
権
の
優
先
の
原
則
が
骨
抜
き
に
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
。
第
二
に
、
時
効
期
間
の
相
違
も
新
法
に
よ
っ
て
随
分
と
緩
和
さ
れ

た
が
、
現
行
法
で
も
な
お
、
瑕
疵
担
保
法
と
契
約
締
結
上
の
過
失
と
の
間
に
は
看
過
し
え
な
い
期
間
の
相
違
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
（
瑕
疵
担
保
請
求
権
は
原
則
と
し
て
二
年
の
時
効
期
間
に
服
す
る
の
に
対
し
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
八
条
一
項
三
号
）、
契
約
締
結
上
の
過
失
は

三
年
の
時
効
期
間
に
服
す
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
九
五
条
））。
こ
こ
で
も
同
じ
く
、
契
約
締
結
上
の
過
失
の
適
用
を
無
条
件
に
認
め
て
し
ま
う
と
、

瑕
疵
担
保
法
上
定
め
ら
れ
た
特
別
な
時
効
期
間
が
無
意
味
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
時
効
期
間
に
つ
い
て
は
、
有
力

な
見
解
に
従
い
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
瑕
疵
担
保
法
上
の
時
効
期
間
を
類
推
適
用
す
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
こ
と
か
ら（

5
）、

多
数
説
の
も

　
（
一
四
六
五
）
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っ
と
も
重
要
な
論
拠
は
瑕
疵
担
保
法
に
お
け
る
「
追
完
の
優
位
性
」
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

⑶ 

こ
れ
に
対
し
て
、
少
数
説
は
、
契
約
締
結
上
の
過
失
の
適
用
を
制
限
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
売
主
の
単
な
る
過
失
に
よ
る
義
務
違
反
の

場
合
で
あ
っ
て
も
瑕
疵
担
保
責
任
と
並
ん
で
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
を
認
め
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
前
述
し
た
と
お
り
、
新
債
務
法

の
下
で
は
瑕
疵
担
保
法
上
の
請
求
権
が
一
般
給
付
障
害
法
の
中
で
統
一
的
に
扱
わ
れ
て
お
り
、
と
く
に
旧
法
と
異
な
り
、
買
主
は
解
除
や
代

金
減
額
の
み
な
ら
ず
、
一
般
的
な
〝
過
失
責
任
〞
に
基
づ
い
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
七
条
）。
す
な
わ
ち
、

こ
こ
で
は
も
は
や
売
主
の
故
意
（
ま
た
は
悪
意
）
は
損
害
賠
償
請
求
の
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
四
六
三
条
の
削
除
）。
こ
の
よ

う
に
売
主
が
故
意
に
振
舞
っ
た
場
合
に
の
み
損
害
賠
償
請
求
権
を
認
め
て
い
た
旧
瑕
疵
担
保
法
の
特
別
規
定
性
が
失
わ
れ
た
こ
と
は
、
契
約

締
結
上
の
過
失
責
任
を
瑕
疵
担
保
法
と
並
ん
で
適
用
す
る
こ
と
の
論
拠
に
な
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
見
解
は
、
両
責
任
の
責
任
基
礎
の

相
違
を
論
拠
と
し
（
契
約
締
結
上
の
過
失
は
契
約
締
結
〝
前
〞
の
責
任
で
あ
り
、
瑕
疵
担
保
責
任
は
契
約
上
の
責
任
で
あ
る
。）、
あ
る
い
は
、

双
方
の
法
的
救
済
制
度
の
保
護
目
的
の
相
違
を
強
調
し
て
（
契
約
締
結
上
の
過
失
は
相
手
方
の
信
頼
保
護
の
た
め
の
制
度
で
あ
り
、
瑕
疵
担

保
法
は
等
価
性
の
利
益
を
保
護
し
た
も
の
で
あ
る
。）、
瑕
疵
担
保
法
と
契
約
締
結
上
の
過
失
の
重
畳
適
用
を
肯
定
す
る
。

⑷ 

現
在
の
と
こ
ろ
、
目
的
物
の
瑕
疵
に
つ
い
て
売
主
が
悪
意
の
場
合
に
は
、
旧
法
下
に
お
け
る
判
例
と
同
様
、
悪
意
で
行
動
し
た
者
は
「
保

護
に
値
し
な
い
」
と
の
理
由
か
ら
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
優
先
適
用
の
例
外
を
承
認
す
る
の
が
多
数
の
見
解
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
一
部
で
は
、

売
主
が
悪
意
の
場
合
で
あ
っ
て
も
瑕
疵
担
保
責
任
が
優
先
的
に
適
用
さ
れ
る
と
の
見
解
も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
お
り（

6
）、

こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、

新
債
務
法
の
下
で
は
、
売
主
が
悪
意
で
あ
っ
て
も
、
買
主
は
ま
ず
瑕
疵
担
保
法
上
の
追
完
請
求
権
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
契
約
締
結

上
の
過
失
責
任
を
認
め
る
こ
と
で
追
完
の
優
先
が
空
洞
化
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。

　
（
一
四
六
六
）
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下
級
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裁
判
例

　

新
債
務
法
の
下
で
登
場
し
た
下
級
審
裁
判
例
と
し
て
、
馬
の
売
買
の
事
案
に
関
す
る
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
上
級
地
方
裁
判
所
判
決（

7
）が

瑕
疵

担
保
責
任
と
契
約
締
結
上
の
過
失
と
の
関
係
に
つ
い
て
判
示
し
て
い
る
。
本
件
の
争
点
は
多
岐
に
わ
た
る
が（

8
）、

瑕
疵
担
保
責
任
と
契
約
締
結

上
の
過
失
責
任
の
関
係
に
つ
い
て
、
同
裁
判
所
は
、「
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
請
求
権
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
一
一
条
二
項
、
二
八

〇
条
一
項
）
は
、
瑕
疵
担
保
規
定
が
優
先
す
る
た
め
適
用
さ
れ
な
い
。」
と
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
あ
る
自
動
車
が
輸
入
車
で
あ
る
と
い
う
事

情
は
自
動
車
の
瑕
疵
に
あ
た
ら
な
い
と
し
、
当
該
事
情
に
関
す
る
説
明
義
務
違
反
を
理
由
に
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
の
解
消
を

認
め
た
ハ
ム
上
級
地
方
裁
判
所
の
判
決（

9
）、

あ
る
い
は
、
買
主
が
購
入
し
て
数
か
月
後
に
ソ
フ
ァ
ー
に
あ
て
が
わ
れ
た
布
の
色
落
ち
が
原
因
で

黒
ず
ん
だ
シ
ミ
が
現
れ
た
と
い
う
事
案
で
ソ
フ
ァ
ー
の
瑕
疵
を
否
定
し
つ
つ
、
助
言
義
務
違
反
を
理
由
と
し
て
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ

く
契
約
解
消
を
認
め
た
ケ
ル
ン
上
級
地
方
裁
判
所
判
決（

10
）な

ど
も
、
瑕
疵
担
保
責
任
と
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
の
関
係
に
つ
い
て
、
前
者
の

優
先
適
用
を
前
提
と
し
て
い
る
（
両
判
決
は
い
ず
れ
も
目
的
物
の
瑕
疵
を
否
定
し
て
い
る
の
で
責
任
の
競
合
は
生
じ
て
い
な
い
が
、
瑕
疵
担

保
責
任
と
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
一
般
論
と
し
て
瑕
疵
担
保
責
任
の
優
先
原
則
を
述
べ
て
い
る
）。

　

な
お
、
二
〇
〇
八
年
一
月
一
七
日
に
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
第
三
民
事
部（

11
）が

契
約
締
結
前
の
責
任
事
例
を
扱
っ
た
が
、
瑕
疵
担
保
責
任
と

の
競
合
問
題
に
つ
い
て
は
明
示
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
中
、
最
近
に
な
っ
て
、
第
五
民
事
部
の
注
目
す
べ
き
判
決
が
出
さ
れ
た
。

　
（
一
四
六
七
）
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Ⅲ　

連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
〇
九
年
三
月
二
七
日
判
決

1　
【
事
案
の
概
要
】

　

二
〇
〇
六
年
一
〇
月
四
日
の
公
正
証
書
契
約
に
お
い
て
、
原
告
ら
は
、
被
告
ら
か
ら
、「
瑕
疵
担
保
」
の
排
除
特
約
付
き
で
建
物
と
土
地
（
八

五
、〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
）
を
購
入
し
た
。
建
物
は
一
九
八
〇
年
に
プ
レ
ハ
ブ
で
建
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
契
約
の
締
結
前
に
お
い
て
、
被

告
ら
は
、
建
物
の
フ
ァ
サ
ー
ド
（
建
物
の
正
面
の
外
観
）
に
ア
ス
ベ
ス
ト
の
セ
メ
ン
ト
タ
イ
ル
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。

被
告
ら
は
、
以
前
に
ア
ス
ベ
ス
ト
の
使
用
が
原
因
で
他
の
顧
客
と
の
売
買
契
約
が
成
立
し
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

の
こ
と
を
原
告
ら
に
対
し
て
告
げ
て
い
な
か
っ
た
。
建
物
の
明
け
渡
し
後
、
原
告
ら
は
、
被
告
ら
に
対
し
て
、
追
完
に
よ
り
フ
ァ
サ
ー
ド
を

修
繕
す
る
よ
う
求
め
た
が
、
被
告
ら
は
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
。

　

本
件
に
お
い
て
、
原
告
ら
は
、
約
三
八
、
四
五
五
ユ
ー
ロ
の
損
害
賠
償
な
い
し
そ
の
他
の
修
繕
費
に
つ
い
て
被
告
ら
が
賠
償
義
務
を
負
う

こ
と
の
確
認
を
求
め
て
い
る
。
地
方
裁
判
所
の
口
頭
弁
論
期
日
に
お
い
て
、
原
告
ら
は
、
次
の
こ
と
を
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
契
約
交

渉
の
際
に
原
告
ら
は
ア
ス
ベ
ス
ト
の
セ
メ
ン
ト
タ
イ
ル
の
件
で
被
告
ら
に
問
い
合
わ
せ
た
が
、
被
告
ら
は
フ
ァ
サ
ー
ド
に
い
か
な
る
種
類
の

材
料
が
使
用
さ
れ
て
い
る
か
知
ら
な
い
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
こ
の
被
告
ら
の
回
答
は
事
実
に
反
す
る
。」。
被
告
ら
は
、
原
告
ら
の
主
張
を

争
っ
て
い
る
。

　

控
訴
審
で
あ
る
ツ
ェ
レ
上
級
地
方
裁
判
所
は
、
以
下
の
理
由
か
ら
原
告
ら
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
ま
ず
、
原
告
ら
が
主
張
す
る
ア
ス
ベ
ス

ト
除
去
費
用
の
損
害
賠
償
請
求
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
七
条
三
号
、
二
八
〇
条
、
二
八
一
条
）
に
つ
い
て
建
物
に
瑕
疵
が
あ
る
か
否
か
が
問
題
と
な

る
が
、
建
物
の
外
壁
に
ア
ス
ベ
ス
ト
の
セ
メ
ン
ト
タ
イ
ル
が
張
ら
れ
て
い
る
こ
と
自
体
は
開
示
義
務
の
対
象
た
り
う
る
物
の
瑕
疵
で
は
な
い
。

次
に
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
損
害
賠
償
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
一
一
条
二
項
一
号
、
二
八
〇
条
）
に
つ
い
て
も
、
性
状
の
合
意
の
対
象
と
な

　
（
一
四
六
八
）
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り
う
る
物
的
性
質
が
問
題
と
な
る
事
案
で
は
、
危
険
移
転
後
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
四
条
の
規
定
が
特
別
規
定
と
な
る
た
め
、
契
約
締
結
上
の
過
失

責
任
は
問
題
と
な
ら
な
い（

12
）。

　

民
事
部
に
よ
る
許
可
上
告
に
お
い
て
、
原
告
ら
は
引
き
続
き
自
ら
の
請
求
を
求
め
て
い
る
。
被
告
ら
は
、
上
告
棄
却
を
求
め
て
い
る
。

2　
【
判
旨
】
破
棄
・
差
戻
し

１
　
建
物
の
瑕
疵
に
つ
い
て

（
13
）

　

原
審
が
建
物
の
瑕
疵
を
否
定
し
た
の
に
対
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
概
ね
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
原
告
ら
の
主
張
を
認
め
た
。

　

住
宅
の
建
築
に
必
要
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
健
康
を
害
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
建
築
資
材
は
、
開
示
義
務
の
対
象
と

な
る
購
入
物
の
瑕
疵
を
基
礎
づ
け
う
る
。
物
の
瑕
疵
が
存
す
る
か
否
か
に
関
し
て
、
売
却
さ
れ
た
家
屋
の
築
年
数
（
本
件
で
は
一
九
八
〇
年
）

は
重
要
で
な
い
。
本
件
の
よ
う
に
契
約
当
事
者
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
四
条
一
項
一
文
の
意
味
で
の
性
状
の
合
意
―
す
な
わ
ち
、
建
物
に
ア
ス
ベ

ス
ト
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
の
当
事
者
間
の
合
意
―
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
場
合
、
ア
ス
ベ
ス
ト
の
セ
メ
ン
ト
タ
イ
ル
が
張
ら
れ
た
比

較
的
古
い
住
宅
が
、
通
常
の
使
用
ま
た
は
契
約
上
前
提
と
し
た
使
用
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
四
条
一
項
二
文
）
に
適
す
る
と
評
価
さ
れ
る
か
ど
う
か

が
決
定
的
で
あ
る
。
ア
ス
ベ
ス
ト
の
使
用
は
、
居
住
目
的
で
の
建
物
の
使
用
を
か
な
り
制
限
す
る
。
原
告
ら
の
主
張
に
は
理
由
が
あ
る
。

２
　
瑕
疵
担
保
責
任
と
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
の
競
合
問
題
に
つ
い
て

（
14
）

　

契
約
締
結
上
の
過
失
を
理
由
と
す
る
原
告
ら
の
請
求
権
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
、
三
一
一
条
二
項
一
号
）
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
四
条
以
下
の
規
定

に
よ
り
排
除
さ
れ
る
と
の
原
審
の
判
断
も
正
当
で
な
い
。

　
「
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
四
条
以
下
が
適
用
さ
れ
る
場
合
、
契
約
締
結
上
の
過
失
の
原
則
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
、
三
一
一
条
二
項
一
号
）
の
適
用
が

　
（
一
四
六
九
）
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認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
か
な
る
要
件
の
下
で
認
め
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
最
上
級
審

で
は
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。

　

一
部
で
は
、
売
買
法
上
の
瑕
疵
担
保
に
基
づ
く
請
求
権
と
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
請
求
権
と
が
重
畳
的
に
適
用
さ
れ
る
と
主
張
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
両
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
目
的
を
追
及
し
、
異
な
る
要
件
を
も
っ
た
、
異
な
る
責
任
制
度
で
あ
る
と
い

う
。

　

二
つ
目
の
見
解
は
、
売
主
の
行
為
義
務
が
購
入
物
の
性
状
と
の
関
連
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
、
危
険
移
転
後
は
常
に
契
約
締
結
上
の

過
失
の
準
則
の
適
用
を
否
定
す
る
。
買
主
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
四
条
以
下
の
瑕
疵
担
保
法
に
よ
っ
て
十
分
に
保
護
さ
れ
る
と
い
う
。
ま
た
、
こ

の
こ
と
は
売
主
が
悪
意
で
行
動
し
た
場
合
で
も
異
な
ら
な
い
と
い
う
。

　

お
そ
ら
く
支
配
的
と
目
さ
れ
る
見
解
は
、
原
則
と
し
て
危
険
移
転
後
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
法
の
優
先
を
承
認
す
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
例

外
を
認
め
る
。

　

一
部
の
学
説
は
、
売
主
が
悪
意
の
場
合
、
こ
の
者
は
保
護
に
値
せ
ず
、
追
完
の
可
能
性
に
対
す
る
正
当
な
利
益
を
有
し
て
い
な
い
と
の
理

由
か
ら
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
責
任
も
負
う
も
の
と
考
え
る
。

　

一
部
で
は
、
契
約
締
結
の
際
の
売
主
の
過
失
に
関
連
す
る
事
情
が
性
状
の
合
意
の
対
象
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
合
意
が
行

わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
に
つ
い
て
、
ま
た
別
の
例
外
が
支
持
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
売
主
に
欺
罔
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
性
状
の

合
意
を
行
う
機
会
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
買
主
か
ら
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
請
求
権
を
奪
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。

　

本
民
事
部
は
、
こ
の
法
的
問
題
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
判
断
す
る
。
す
な
わ
ち
、
危
険
移
転
後
は
原
則
と
し
て
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
四
条
以

下
の
優
先
を
前
提
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
当
該
行
為
が
故
意
に
行
わ
れ
た
場
合
に
は
例
外
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

民
法
は
、
競
合
問
題
に
関
す
る
明
示
的
な
規
定
を
置
い
て
い
な
い
。
立
法
者
は
そ
の
問
題
を
知
っ
て
い
た
が
、
明
ら
か
に
判
例
お
よ
び
学

　
（
一
四
七
〇
）
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説
の
解
決
に
委
ね
て
い
る
。
さ
ら
に
、
少
な
く
と
も
企
業
売
買
の
場
合
に
は
、
売
買
法
上
の
準
則
が
適
用
さ
れ
る
結
果
、
契
約
締
結
上
の
過

失
に
関
す
る
原
則
が
考
慮
さ
れ
な
い
こ
と
を
立
法
資
料
か
ら
容
易
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
む
し
ろ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
四
条

以
下
に
よ
る
完
結
的
な
特
別
規
定
へ
向
か
う
こ
と
の
論
拠
と
な
る
。

　

体
系
的
お
よ
び
目
的
論
的
考
察
は
、
よ
り
積
極
的
に
排
他
的
効
力
を
認
め
る
根
拠
と
な
る
。

　

確
定
判
例
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
一
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
効
力
を
認
め
ら
れ
る
債
務
法
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
四
五
九
条
の
規
定
を
原
則
的
に
優

先
さ
せ
、
故
意
の
場
合
に
の
み
例
外
を
認
め
て
い
た
。
た
し
か
に
、
こ
う
し
た
解
決
を
す
る
に
あ
た
っ
て
当
時
用
い
ら
れ
て
い
た
論
拠
―

Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
四
六
三
条
に
お
け
る
故
意
の
限
定
が
契
約
締
結
上
の
過
失
の
原
則
を
認
め
る
こ
と
で
回
避
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
―
は
、
現
在
で

は
も
は
や
通
用
し
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
現
行
法
で
は
、
瑕
疵
担
保
法
上
の
損
害
賠
償
請
求
権
が
た
と
え
過
失
の
場
合
で
あ
っ

て
も
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
七
条
三
号
、
二
八
〇
条
一
項
二
文
、
二
七
六
条
一
項
一
文
）。
ま
た
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
九
五
条
、

一
九
九
条
に
基
づ
く
通
常
の
時
効
と
は
異
な
る
時
効
期
間
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
八
条
）
が
排
他
的
効
力
を
認
め
る
根
拠
と
な
り
う
る
の
か
、
少
な

か
ら
ず
異
論
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
場
合
に
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
八
条
が
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
請
求
権
に

類
推
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
点
を
捨
象
し
て
も
、
排
他
的
効
力

を
認
め
る
売
買
法
上
の
特
別
性
は
存
す
る
。
た
と
え
ば
、
売
主
に
は
原
則
と
し
て
追
完
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
し
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
九
条
）、

買
主
に
重
過
失
に
よ
る
不
知
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
瑕
疵
を
理
由
と
す
る
請
求
権
は
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
Ｂ
Ｇ

Ｂ
四
四
二
条
一
項
二
文
）。
契
約
締
結
上
の
過
失
の
規
定
を
常
に
重
畳
的
に
適
用
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
特
別
規
定
が
骨

抜
き
に
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
立
法
者
が
矛
盾
し
た
や
り
方
で
今
後
も
不
必
要
と
な
る
も
の
を
規
範
化
し
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

排
他
的
効
力
を
認
め
る
こ
と
は
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
請
求
権
と
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
七
条
に
基
づ
く
請
求
権
と
が
異
な
る
責
任
基
礎

　
（
一
四
七
一
）
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に
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
決
定
的
に
重
要
な
の
は
形
式
的
関
連
性
―
す
な
わ
ち
、
契

約
締
結
前
の
（
法
律
上
の
）
義
務
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
一
一
条
二
項
一
号
に
関
連
し
、
物
の
瑕
疵
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
七
条
に
関
連
す
る
こ
と
―
で
は

な
く
、
立
法
者
が
購
入
物
の
性
状
に
関
す
る
契
約
締
結
前
の
義
務
違
反
を
の
ち
に
成
立
す
る
契
約
と
の
関
連
で
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ

か
ら
で
あ
る
。
こ
う
考
え
る
の
が
目
的
論
的
に
望
ま
し
い
。
す
な
わ
ち
、
原
始
的
に
瑕
疵
の
あ
る
目
的
物
の
引
渡
し
を
理
由
と
す
る
損
害
賠

償
請
求
権
は
契
約
締
結
前
の
事
情
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
が
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
一
一
ａ
条
二
項
）、
当
該
請
求
権
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
八
条
の
時
効

に
か
か
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
原
始
的
な
給
付
障
害
を
基
礎
づ
け
る
除
去
可
能
な
瑕
疵
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
と
何
ら
異
な
ら
な
い
。
そ
れ

ゆ
え
、
物
の
性
状
に
関
す
る
説
明
義
務
は
、
い
ず
れ
の
事
例
で
も
原
則
と
し
て
契
約
上
の
制
度
に
服
す
る
。

　

も
っ
と
も
、
売
買
法
上
の
規
定
の
優
先
に
例
外
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
新
債
務
法
の
適
用
下
に
お
い
て
も
、
少
な
く
と
も
、
売
主
の
行

為
が
悪
意
（
故
意
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
例
外
的
扱
い
が
正
当
化
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
に
は
、
売
買
法
上
の
特
別
規

定
は
適
用
さ
れ
ず
、
回
避
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
悪
意
の
場
合
、
時
効
に
関
し
て
は
通
常
の
時
効
期
間
が
適
用
さ
れ
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
八

条
三
項
一
文
）。
売
主
は
責
任
排
除
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
四
四
条
）。
売
主
は
、
買
主
の
重
過
失
に
よ
る
不
知
に
対
し

て
も
責
任
を
負
い
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
四
二
条
一
項
二
文
）、
通
常
の
場
合
、
追
完
の
機
会
も
失
う
。
新
債
務
法
に
お
い
て
も
、
悪
意
で
行
動
し
た

売
主
は
保
護
に
値
し
な
い
。

　

以
上
か
ら
、
原
判
決
は
破
棄
を
免
れ
な
い
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
六
二
条
一
項
）。
確
定
判
決
に
必
要
な
認
定
を
引
き
続
き
行
わ
せ
る
必
要
が
あ
る

た
め
、
本
件
を
原
審
へ
差
し
戻
す
こ
と
と
す
る
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
六
三
条
一
項
一
文
）。
…
…
（
以
下
、
省
略
）」。

3
　
本
判
決
の
分
析　
　

本
判
決
は
、
新
債
務
法
の
下
で
瑕
疵
担
保
責
任
と
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
の
競
合
問
題
を
は
じ
め
て
正
面
か
ら

扱
っ
た
も
の
で
あ
り
、
先
例
的
意
義
が
あ
る（

15
）。

ま
た
、
競
合
問
題
の
み
な
ら
ず
、
物
の
瑕
疵
概
念
や
売
主
の
説
明
義
務
（
開
示
義
務
）
に
つ

　
（
一
四
七
二
）
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い
て
詳
細
に
判
示
し
て
い
る
点
に
も
重
要
な
意
義
が
認
め
ら
れ
る
。
以
下
で
は
、
と
く
に
瑕
疵
概
念
お
よ
び
競
合
問
題
を
中
心
に
本
判
決
の

理
論
構
成
を
分
析
し
て
い
き
た
い
。

⑴ 

ま
ず
、
本
判
決
は
、
ア
ス
ベ
ス
ト
の
セ
メ
ン
ト
タ
イ
ル
が
使
用
さ
れ
た
住
宅
に
瑕
疵
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
を
検
討
す
る
。
こ
の
点
、

従
来
の
判
例
に
よ
る
と
、
目
的
物
の
瑕
疵
は
基
本
的
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
四
条
一
項
に
従
っ
て
以
下
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
る（

16
）。

す
な
わ
ち
、
ま
ず

目
的
物
が
危
険
移
転
の
際
に
合
意
さ
れ
た
性
状
を
有
し
て
い
る
場
合
に
は
瑕
疵
が
な
い
と
さ
れ
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
四
条
一
項
一
文
）、
性
状
の

合
意
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
目
的
物
が
契
約
上
前
提
と
し
た
使
用
に
適
す
る
場
合
に
瑕
疵
が
な
い
も
の
と
さ
れ
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
四

条
一
項
二
文
一
号
）。
さ
ら
に
、
性
状
の
合
意
も
契
約
上
前
提
と
し
た
使
用
も
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
客
観
的
瑕
疵
の
有
無
が
判
断
さ
れ
、

目
的
物
が
通
常
の
使
用
に
適
し
、
か
つ
同
種
の
物
に
お
い
て
普
通
と
さ
れ
、
買
主
が
そ
の
物
の
種
類
か
ら
期
待
で
き
る
性
状
を
有
す
る
場
合

に
瑕
疵
が
な
い
と
さ
れ
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
四
条
一
項
二
文
二
号
）。
本
判
決
に
よ
れ
ば
、
住
宅
の
居
住
目
的
に
は
、「
単
に
家
に
居
住
す
る
こ

と
の
み
な
ら
ず
、
少
な
く
と
も
通
常
の
範
囲
で
再
築
し
た
り
、
建
物
に
変
更
を
加
え
た
り
、
あ
る
い
は
修
繕
し
た
り
と
、
健
康
へ
の
重
大
な

危
険
を
伴
う
こ
と
な
く
こ
れ
ら
の
こ
と
を
行
う
可
能
性
も
含
ま
れ（

17
）」

る
と
こ
ろ
、
建
物
に
ア
ス
ベ
ス
ト
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
、
こ
れ
ら
の

目
的
が
達
成
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
本
件
住
宅
は
通
常
の
使
用
ま
た
は
契
約
上
前
提
と
し
た
使
用
に
適
さ
な
い
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
Ｂ

Ｇ
Ｂ
四
三
四
条
一
項
二
文
一
号
お
よ
び
二
号
参
照
）。
さ
ら
に
、
本
判
決
に
よ
る
と
、
建
物
の
瑕
疵
を
基
礎
づ
け
る
ア
ス
ベ
ス
ト
の
使
用
は
、

開
示
義
務
の
対
象
に
も
な
る
。

⑵ 

上
述
の
と
お
り
、
本
件
の
売
主
は
瑕
疵
あ
る
建
物
を
引
き
渡
し
た
こ
と
に
加
え
、
開
示
義
務
の
対
象
た
る
ア
ス
ベ
ス
ト
の
使
用
に
つ
い

て
も
（
故
意
に
）
秘
匿
し
た
こ
と
か
ら
、
外
形
的
に
は
瑕
疵
担
保
責
任
と
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
と
が
競
合
し
う
る
。
た
だ
従
来
の
理
解

か
ら
す
れ
ば
、
両
責
任
が
競
合
す
る
場
合
に
は
瑕
疵
担
保
責
任
の
排
他
効
に
よ
り
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
が
排
除
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
た

め
、
こ
の
二
つ
の
責
任
規
範
の
関
係
を
い
か
に
解
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。

　
（
一
四
七
三
）
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⑶ 

こ
の
競
合
問
題
に
つ
い
て
、
本
判
決
は
、「
危
険
移
転
後
は
原
則
と
し
て
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
四
条
以
下
の
優
先
を
前
提
と
す
べ
き
で
あ
る
」

と
述
べ
て
お
り
、
学
説
に
お
け
る
支
配
的
見
解
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
本
判
決
が
根
拠
と
し
て
挙
げ
る
の
は
、
①
立

法
者
意
思
、
②
売
主
の
追
完
権
の
優
越
性
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
九
条
）、
③
買
主
が
瑕
疵
を
重
過
失
に
よ
り
知
ら
な
か
っ
た
場
合
に
お
け
る
瑕
疵

担
保
請
求
権
の
排
除
の
特
別
規
定
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
四
二
条
一
項
二
文
）
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
②
③
に
つ
い
て
、
契
約
締
結
上
の
過
失
の
適
用

を
認
め
る
と
、「
こ
う
し
た
特
別
規
定
が
骨
抜
き
に
さ
れ
て
し
ま
う
」
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
責
任
基
礎
の
相
違
を
根
拠
に
両

責
任
の
競
合
を
認
め
て
き
た
見
解
に
対
し
て
、
本
判
決
は
、
そ
う
し
た
形
式
論
は
重
要
で
な
く
、
契
約
締
結
前
の
行
為
義
務
違
反
を
契
約
規

範
に
取
り
込
ん
で
解
決
し
よ
う
と
し
た
立
法
者
の
決
定
こ
そ
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
本
判
決
は
、
原
始
的
に
瑕
疵
の
あ

る
目
的
物
の
引
渡
し
の
事
例
で
瑕
疵
担
保
法
上
の
時
効
期
間
が
異
論
な
く
適
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
契
約
締
結
〝
前
〞
の
説
明
義
務
違
反

に
対
し
て
契
約
上
の
制
度
を
適
用
す
る
こ
と
に
何
ら
矛
盾
は
存
し
な
い
と
い
う
。
な
お
、
本
判
決
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
時
効
期
間
の
相
違
点

は
瑕
疵
担
保
責
任
の
優
先
を
認
め
る
決
定
的
理
由
に
な
ら
な
い
。
な
ん
と
い
っ
て
も
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
対
し
て
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
八
条
が

類
推
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

⑷ 

売
主
が
悪
意
の
場
合
、
本
判
決
は
瑕
疵
担
保
責
任
の
優
先
の
例
外
を
認
め
る
。
こ
れ
も
従
来
の
支
配
的
学
説
と
同
様
で
あ
り
、
本
判
決

は
そ
の
理
由
に
つ
い
て
「
悪
意
で
行
動
し
た
売
主
は
保
護
に
値
し
な
い
」
か
ら
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
本
判
決
は
、
こ
の
よ
う
な
判
断
を

基
礎
づ
け
る
実
質
的
根
拠
を
以
下
の
諸
点
で
示
し
て
い
る
。

　

す
で
に
明
ら
か
な
と
お
り
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
優
先
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
と
り
わ
け
上
述
し
た
②
③
の
特
別
規
定
が
存
す
る
か
ら
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
本
判
決
に
お
い
て
は
、
目
的
物
の
瑕
疵
に
つ
い
て
売
主
が
悪
意
の
場
合
、
こ
れ
ら
特
別
規
定
の
意
義
が
失
わ
れ
る
こ
と
が

強
調
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
、
買
主
の
不
知
が
重
過
失
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
売
主
は
責
任
を
免
れ
ず
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
四
二

条
一
項
二
文
）、
さ
ら
に
買
主
は
瑕
疵
担
保
法
上
の
権
利
を
行
使
す
る
に
あ
た
り
追
完
期
間
の
設
定
を
要
し
な
い
（
追
完
の
優
越
性
の
否
定
）。

　
（
一
四
七
四
）
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前
者
に
つ
い
て
は
明
文
規
定
が
あ
る
が
、
後
者
の
追
完
の
優
先
を
否
定
す
る
考
え
方
は
、
と
り
わ
け
近
時
の
判
例
法
理
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
り（

18
）、

新
た
な
根
拠
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

Ⅳ　

ま
と
め
に
代
え
て

　

本
判
決
は
、
今
後
の
瑕
疵
担
保
責
任
と
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
と
の
競
合
問
題
に
関
す
る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
に
な
る
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
れ
ま
で
も
学
説
で
は
議
論
が
紛
糾
し
て
い
た
だ
け
に
、
と
り
わ
け
反
対
説（

19
）か

ら
は
本
判
決
に
対
し
て
多
く
の
論
評
が
寄
せ
ら
れ
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
優
先
原
則
を
認
め
る
立
場
か
ら
も
、
本
判
決
が
売
主
の
悪
意
の
場
合
に
責
任
競
合
を
肯
定

し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
批
判
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い（

20
）。

判
決
後
ま
も
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
評
釈
等
は
見
当
た
ら
な

い
が
、
今
後
の
学
説
の
議
論
の
推
移
を
見
守
り
つ
つ
、
ひ
と
ま
ず
稿
を
閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
1
）　

拙
稿
「
ド
イ
ツ
新
債
務
法
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
法
と
契
約
締
結
上
の
過
失
の
交
錯
」
同
法
六
〇
巻
五
号
（
二
〇
〇
八
年
）
七
九
頁
。

（
2
）　

旧
法
下
で
の
議
論
状
況
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
注
（
1
）
八
一
―

八
三
頁
を
参
照
。

（
3
）　

V
gl. B

G
H

Z
, 60, 319, 321 ff.

（
4
）　

新
債
務
法
に
お
け
る
議
論
状
況
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
注
（
1
）
八
四
―

九
五
頁
を
参
照
。

（
5
）　

V
gl. C

la
u

s-W
ilh

elm
 C

a
n

a
ris, in: E

gon L
orenz 

（H
rsg.

） K
arlsruher F

orum
 2002: Schuldrechtsm

odernisierung, 2003, S. 99 f.

（
6
）　

V
gl. P

alandt/G
rüneberg, B

and 7, 

（2007

） §
311 R

n. 15.; P
alandt/W

eidenkaff, B
and 7, 

（2007

） §
437 R

n. 51b.

（
7
）　

O
L

G
 D

ü
sseld

orf, Z
G

S 2004, 271.; N
JO

Z
 2004, 1935.

（
8
）　

他
の
主
要
な
論
点
は
、
飼
育
用
の
雌
馬
の
売
買
に
お
け
る
消
費
用
動
産
売
買
の
該
当
性
、
第
三
者
が
起
草
し
、
使
用
者
自
身
は
一
度
だ
け
し
か
使
用
す
る
つ
も
り

の
な
い
約
款
の
性
質
、
B
G
B
三
〇
九
条
八
ｂ
号
の
意
味
で
の
「
新
た
に
製
造
さ
れ
た
物
」
の
解
釈
、
損
害
担
保
な
ど
で
あ
る
。

　
（
一
四
七
五
）
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